
 

 

（５）継続企業の前提に関する注記 

 

該当事項はありません。 

 

 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

１．連結の範囲に関する事項 

  (1) 連結子会社         327社    

主要な会社名    株式会社三井住友銀行 

株式会社みなと銀行 

株式会社関西アーバン銀行 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited 

三井住友銀行（中国）有限公司 

ＳＭＢＣフレンド証券株式会社 

日興コーディアル証券株式会社 

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 

三井住友カード株式会社 

株式会社セディナ 

ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社 

株式会社日本総合研究所 

SMBC Capital Markets, Inc. 

 

なお、株式会社セディナ他８社は株式会社セディナの第三者割当増資の引受けにより、ＳＭＢＣベンチャー

キャピタル株式会社他 37 社は株式取得等により、当連結会計年度より連結子会社としております。 

SB Equity Securities (Cayman), Limited 他 11 社は清算等により子会社でなくなったため、当連結会計年

度より連結子会社から除外しております。 

また、ソワールリーシング有限会社他 14 社は匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者となったため、当

連結会計年度より連結子会社から除外し、持分法非適用の非連結子会社としております。 

 

(2) 非連結子会社         

主要な会社名    SBCS Co.,Ltd. 

 

子会社エスエムエルシー・マホガニー有限会社他 205 社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者であ

り、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、連結財務諸表規則第５条第１項た

だし書第２号により、連結の範囲から除外しております。 

また、SBCS Co.,Ltd.他の非連結子会社の総資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等のそれぞれの合計額は、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に

関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものであります。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の非連結子会社    ４社 

主要な会社名    SBCS Co.,Ltd. 

 

(2) 持分法適用の関連会社         43 社 

主要な会社名    住友三井オートサービス株式会社 

プロミス株式会社 

大和住銀投信投資顧問株式会社 

 

ファミマクレジット株式会社他３社は株式取得等により、当連結会計年度より持分法適用の関連会社として

おります。 

また、株式会社セディナ他５社は株式会社セディナの第三者割当増資の引受けにより子会社となったため、

大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社他８社は株式売却等により関連会社でなくなったため、当連結会計年度より

持分法適用の関連会社から除外しております。 
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